
 

地方独立行政法人長野県立病院機構役員報酬規程の一部改正について    

    

医療推進課 

 

 

１ 改正内容 

常勤役員の６月と12月に支給される賞与について改正 

(1) 平成28年度の６月と12月の賞与の支給割合を次の表のとおり改正 

（年間支給月数は、3.15月から3.25月（副理事長は2.2月から2.25月）となる） 

(2) 平成29年度以降の６月と12月の賞与の支給割合を次の表のとおり改正 

（年間支給月数は、3.25月（副理事長は2.25月）） 

 

改正後の支給割合 

役員 

（副理事長を除く） 

副理事長 施行期日 

平成28年度 

６月支給 100分の150 100分の110 

平成28年12月27日 

(平成28年12月１日適用) 

12月支給 100分の175 100分の115 

平成29年度 

６月支給 100分の155 100分の112.5 

平成29年４月１日 

12月支給 100分の170 100分の112.5 

 

２ 改正の理由 

(1) 人事委員会の勧告により県職員の期末・勤勉手当の年間支給月数が引上げられた

ことを踏まえ、県の引き上げに準じて改正を行った。 

(2) 平成29年度以降の６月と12月の支給割合については、県との均衡を図る観点から、

県の特別職の支給割合に準じて改正する。 

 

 

 (参考) 

○地方独立行政法人法 

   （役員の報酬等） 

第四十八条 （第一項略） 

２ 役員報酬等の支給基準を変更したときは、知事に届け出なければならない（第三項略） 

 

（評価委員会の意見の申出） 

第四十九条 知事は、届出があったときは、評価委員会に通知するものとする 

２ 評価委員会は、通知を受けたときは、支給基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかに

ついて、知事に対し、意見を申し出ることができる 

 

（準用） 

第五十六条 第四十八条及び第四十九条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について準 

用する。 

資料３ 







 

 








